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保安規定変更認可申請と使用変更許可の対比表（南地区・使用施設） 

保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

(定義) 

第３条 この規定において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

(1)～(26) （変更なし） 

(27) 「燃料デブリ」とは、原子炉内で溶融した燃料成分が構造材を巻き込みながら固化し

た物をいう。燃料デブリには燃料成分が含まれるため、核燃料物質として取扱う。 

(28) 「１Ｆ燃料デブリ」とは、福島第一原子力発電所内で採取した燃料デブリをいう。 

(29) 「汚染物試料」とは、核燃料物質によって汚染された物のうち、試験に供する物（福

島第一原子力発電所内で採取した核燃料物質によって汚染された物（コンクリート、金属

材料、有機材料、汚染水（地下水や雨水などが福島第一原子力発電所建屋内の放射性物質

に触れることや、燃料デブリを冷却した後の水が福島第一原子力発電所建屋内に滞留する

ことにより発生する水））及びその他核燃料物質によって汚染された物を含む。）をいう。 

 

【施設番号１：照射燃料試験施設変更許可申請書】 

２.使用の目的及び方法  

 

 

【施設番号５：照射燃料集合体試験施設変更許可申請書】 

２.使用の目的及び方法 

整理番号 使用の目的 

1 
① 照射した燃料集合体等及び燃料ピン等の照射後試験を行う。ま

た、核燃料物質等（核燃料物質及び核燃料物質で汚染された物

整理番号 使用の目的 

1 

①照射した燃料等及び核燃料物質等（核燃料物質及び核燃料物質で

汚染された物（福島第一原子力発電所内で採取したコンクリート、

金属材料、有機材料、汚染水及びその他核燃料物質で汚染された

物を含む。））（以下「試料」という。）の照射後試験及び試験を行

う。並びにマイナーアクチニド核種であるアメリシウム及びネプ

ツニウムを含む燃料（以下「MA試料」という。）等の作製及び試験

を行う。 

《省略》 

整理番号 使用の方法 

1－① 

照射燃料集合体試験施設及びその他の施設から照射燃料試験施設

（以下「本施設」又は「AGF」という。）に搬入された核燃料物質等

（福島第一原子力発電所内で採取した核燃料物質で汚染された物を

含む。）の試料並びに MA 試料等は、表 2-1 場所別使用の方法に従っ

て使用する。また、表 2-2 に最大取扱放射能、表 2-3 に取扱制限量

をそれぞれ示す。試料は「8-3 貯蔵施設の設備」に示す最大収納量

を超えない範囲で貯蔵を行う。セル又はグローブボックスから漏え

いするおそれのある粉体の核燃料物質の量を抑制するために、セル

又はグローブボックス内において容器に収納されていない粉体の核

燃料物質の取扱いを表 2-4に示すとおり制限する。 

試料及び MA試料等の流れの概要を図 1に示す。 

なお、汚染水※の取扱いについては、1F 燃料デブリと同様とし、

別添 1 図-1 1F 燃料デブリ分析に関するフローに示すとおりであ

る。 

※地下水や雨水などが福島第一原子力発電所建屋内の放射性物質

に触れることや、燃料デブリを冷却した後の水が福島第一原子

力発電所建屋内に滞留することにより発生する水 

なお、本施設の臨界安全を確保するために表 2-3 に示すとおり核

的制限を行い、いかなる場合でも臨界が起こらないように使用する。 

上記の核燃料物質等（福島第一原子力発電所内で採取した核燃料

物質で汚染された物を含む。）の使用に伴って発生し、廃棄施設へ廃

棄しようとする物のうち、固体状の物は以下のとおりの取扱いを行

う。 

《省略》 

・使用変更許可申請の許可（令和 5

年 5 月 29 日付け）に基づき、使

用の目的及び使用の方法 1-①の

変更に対応する定義の追加であ

り、齟齬はない。 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

（福島第一原子力発電所内で採取したコンクリート、金属材

料、有機材料、汚染水及びその他核燃料物質で汚染された物を

含む。））の試験を行う。 

《省略》 

整理番号 使用の方法 

1－① 照射燃料集合体試験施設（以下、既設施設及び増設施設を合わせ

「FMF」という。）に搬入された核燃料物質等の試料は、「常陽」燃料

集合体にあっては年間10体、「もんじゅ」燃料集合体にあっては年間

2体の試験計画により、表2-1場所別使用方法に従って使用する。ま

た、その他として海外炉及び国内炉で照射された燃料ピン等の試験

試料、並びに核燃料物質等（福島第一原子力発電所内で採取した核

燃料物質で汚染された物を含む。）についても同様に場所別使用方法

に従って使用する。各セル等の設備能力として、表2-2に最大取扱放

射能量及び表2-3に最大取扱核燃料物質重量を示す。試料は「8-3 貯

蔵施設の設備」に示す最大収納量を超えない範囲で貯蔵を行う。 

セルから漏えいするおそれのある粉体の核燃料物質の量を抑制す

るために、セル内において容器に収納されていない粉体の核燃料物

質が発生する取扱いを表2-4に示すとおり制限する。試料の流れの概

要を図2-1に示す。 

なお、汚染水※の取扱いについては、1F燃料デブリと同様とし、別

添1 図-1 1F燃料デブリ分析に関するフローに示すとおりである。 

※地下水や雨水などが福島第一原子力発電所建屋内の放射性物質

に触れることや、燃料デブリを冷却した後の水が福島第一原子

力発電所建屋内に滞留することにより発生する水 

また、各セル内の使用場所の配置を図2-2から図2-10に示す。 

なお、FMFの臨界安全を確保するために表2-3に示すとおり核的制

限を行い、いかなる場合でも臨界が起こらないように使用する。 

上記の核燃料物質等（福島第一原子力発電所内で採取した核燃料

物質で汚染された物を含む。）の使用に伴って発生し、廃棄施設へ廃

棄しようとする物のうち、固体状の物は以下のとおりの取扱いを行

う。 

《省略》 
 

（周辺監視区域内運搬） 

第５１条 周辺監視区域内において核燃料物質等を運搬（周辺監視区域外からの搬入及び周辺

監視区域外への搬出は除く。）する課長（以下「内運搬担当課長」という。）は、あらかじめ

運搬計画を作成し、核燃料取扱主務者の同意を得るとともに当該部長の承認を受ける。ただ

し、運搬する核燃料物質等の量が、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関す

る技術上の基準に係る細目等を定める告示（平成２年科学技術庁告示第５号）第３条に定め

る量を超えない場合は、運搬計画の作成を要しない。 

２ 内運搬担当課長は、核燃料物質等を周辺監視区域内で運搬するときは、次の各号に掲げる

措置を講じる。 

(1) 核燃料物質の運搬にあたっては、いかなる場合においても、臨界に達するおそれがない

ように行うこと。また、ＡＧＦ及びＦＭＦにおける汚染物試料の運搬にあたっては、いか

なる場合においても、臨界に達するおそれがないように行うこと。 

(2)～(8) （変更なし） 

３～４   （変更なし） 

【施設番号１：照射燃料試験施設変更許可申請書】 

２.使用の目的及び方法：記載省略 

 

添付書類１ ６.核燃料物質の臨界防止：記載省略 

 

【施設番号５：照射燃料集合体試験施設変更許可申請書】 

２.使用の目的及び方法：記載省略 

 

添付書類１ ６.核燃料物質の臨界防止：記載省略 

 

・使用変更許可申請の許可（令和 5

年 5 月 29 日付け）に基づき、使

用の方法 1-①の変更に対応する

汚染物試料の取り扱いに関する

記載の追加であり、齟齬はない。 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

（液体廃棄物の容器による廃棄） 

第５４条 作業担当課長は、液体廃棄物を容器により廃棄する場合は、水溶液と有機溶液とに

区分し、別表第３１により分類し、それぞれ所定の容器に入れ、かつ有害な化学反応を起こ

さないような措置を講じる。また、容器ごとに廃棄物の内容、主な核種とその量、線量当量

率を明示する。 

２ 管理区域管理者は、前項の容器を確認し、環境技術課長に引き渡す。 

３ 液体廃棄物中のアルファ放射性物質濃度が別表第３１における基準以上の場合は、ＷＤＦ

については環境技術課長が廃液処理装置により、ＦＭＦについては高速炉第１課長がＪＷＴ

Ｆの廃棄物処理設備により、ＡＧＦについては燃料試験課長が廃液処理装置によりそれぞれ

処理する。 

【施設番号１：照射燃料試験施設変更許可申請書】 

9-2 液体廃棄施設 

(3) 液体廃棄施設の設備 

液体廃棄設備の 

名称 
個数 仕様 

《省略》 

廃液処理装置  一式  
廃液処理装置  一式  固化式  

設置場所  廃液処理室  

《省略》 
 

・使用変更許可申請の許可（令和 4

年 6 月 16 日付け）に基づき、9-

2(3) 液体廃棄施設の設備の変更

（廃液処理装置の削除）に対応す

る記載の削除であり、齟齬はな

い。 

 

（廃液タンクの液体廃棄物の廃棄） 

第５６条 管理区域管理者は、第５４条に定める以外の液体廃棄物を廃棄する場合は、発生元

ごとに別表第３２に掲げる区分に従って廃液タンクに貯留し、一般排水溝に排出することが

できない液体廃棄物については保管したのち、廃液輸送管によりＪＷＴＦ又は大洗研究所の

廃棄物管理施設（以下「廃棄物管理施設」という。）に移送する。また、廃液輸送管で移送す

ることができない場合には、環境技術課長に引き渡す。 

なお、廃液タンクに貯留した液体廃棄物をＪＷＴＦへ移送するときは、ＷＤＦからは専用

の廃液運搬車を使用し、ＦＭＦからは廃液輸送管を使用する。 

２ 管理区域管理者は、臨界管理上有意な量の核燃料物質を含む液体廃棄物を移送してはなら

ない。 

３ 高速炉第１課長は、液体廃棄物をＪＷＴＦに受け入れる場合は、液体廃棄物Ａ受入タンク

又は液体廃棄物Ｂ受入タンクに受入れ、別表第３１に掲げる液体廃棄物Ａの放射性物質濃度

基準を超えるものについては、廃棄物処理設備により蒸発濃縮処理、固化処理等を行う。 

４ 液体廃棄物中のアルファ放射性物質濃度が別表第３１における基準以上の場合は、ＷＤＦ

については環境技術課長が廃液処理装置により、ＦＭＦについては高速炉第１課長がＪＷＴ

Ｆの廃棄物処理設備により、ＡＧＦについては燃料試験課長が廃液処理装置によりそれぞれ

処理する。 

５～８ （変更なし） 

【施設番号１：照射燃料試験施設変更許可申請書】 

9-2 液体廃棄施設：記載省略 

 

・使用変更許可申請の許可（令和 4

年 6 月 16 日付け）に基づき、9-

2(3) 液体廃棄施設の設備の変更

（廃液処理装置の削除）に対応す

る記載の削除であり、齟齬はな

い。 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

（廃液処理装置による液体廃棄物の処理） 

第５７条 燃料試験課長は、ＡＧＦにおいて廃液処理装置を用いて液体廃棄物を処理する場合

は、石膏等で固化し、固体廃棄物として処置する。 

２ 環境技術課長は、ＷＤＦにおいて廃液処理装置を用いて液体廃棄物を処理する場合は、次

の各号に掲げるところにより行う。 

【施設番号１：照射燃料試験施設変更許可申請書】 

9-2 液体廃棄施設：記載省略 

 

・使用変更許可申請の許可（令和 4

年 6 月 16 日付け）に基づき、9-

2(3) 液体廃棄施設の設備の変更

（廃液処理装置の削除）に対応す

る記載の削除であり、齟齬はな

い。 

 

（核燃料物質等の取扱計画及び報告） 

第７１条 施設管理者（環境技術課長及び高速炉第１課長を除く。）は、核燃料物質を取り扱お

うとするとき（運搬を除く。）は、取扱目的、期間、方法（通常の取扱条件と異なる取扱いを

計画する場合は、その取扱条件等を含む。また、使用を終了した核燃料物質の保管に関する

事項及び核燃料物質の処理が必要な場合は、その処理に関する事項（処理方法及び期間）を

含む。）、取扱場所並びに取り扱う核燃料物質に関し、種類、物理的形状、燃焼度及び区分別

（濃縮度別を含む。）の数量及び安全上の評価を明らかにした取扱計画を立てる。 

２ 施設管理者（環境技術課長及び高速炉第１課長を除く。）は、前項に定める取扱計画につい

て、施設管理統括者の承認並びに核燃料取扱主務者の同意を得る。これを変更しようとする

ときも同様とする。 

３ 施設管理者（環境技術課長及び高速炉第１課長を除く。）は、第１項の取扱計画に係る核燃

料物質の取扱いを終えたときは、その旨を、施設管理統括者及び核燃料取扱主務者に報告す

る。 

４ ＡＧＦ及びＦＭＦの施設管理者は、汚染物試料を取り扱おうとするとき（運搬を除く。）は、

第１項から第３項と同様に行う。 

【施設番号１：照射燃料試験施設変更許可申請書】 

２.使用の目的及び方法：記載省略 

 

【施設番号５：照射燃料集合体試験施設変更許可申請書】 

２.使用の目的及び方法：記載省略 

 

・使用変更許可申請の許可（令和 5

年 5 月 29 日付け）に基づき、使

用の方法 1-①の変更に対応する

汚染物試料の取り扱いに関する

記載の追加であり、齟齬はない。 

 

（核燃料物質等の管理） 

第７２条 施設管理者（環境技術課長及び高速炉第１課長を除く。）は、使用施設等に核燃料物

質を受け入れるときは、第７３条に定める臨界管理を行うとともに、次の各号に掲げる量を

超えないようにする。また、ＡＧＦ及びＦＭＦの施設管理者は、汚染物試料を受け入れると

きは、核燃料物質と同様に第７３条に定める臨界管理を行うとともに、次の各号に掲げる量

を超えないようにする。 

(1)～(2) （変更なし） 

(3) ＡＧＦ及びＦＭＦにおいて福島第一原子力発電所内で採取した燃料デブリ（以下「１Ｆ

燃料デブリ」という。）を受け入れる場合は、別表第３９.１に定める１Ｆ燃料デブリの年

間予定使用量を超えないこと。 

２～３ （変更なし） 

【施設番号１：照射燃料試験施設変更許可申請書】 

２.使用の目的及び方法：記載省略 

 

５.予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

【施設番号５：照射燃料集合体試験施設変更許可申請書】 

２.使用の目的及び方法：記載省略 

 

５.予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

・使用変更許可申請の許可（令和 5

年 5 月 29 日付け）に基づき、使

用の方法 1-①の変更に対応する

汚染物試料の臨界管理に関する

記載の追加であり、齟齬はない。 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

（臨界管理） 

第７３条 施設管理者（環境技術課長及び高速炉第１課長を除く。）は、核燃料物質の使用、保

管及び運搬を行うときは、いかなる場合においても臨界に達しないようにする。また、ＡＧ

Ｆ及びＦＭＦの施設管理者は、汚染物試料の使用、保管及び運搬を行うときは、核燃料物質

と同様にいかなる場合においても臨界に達しないようにする。  

２ 核燃料物質の使用及び保管に係る臨界管理は、管理する区域を設定し、質量管理によりこ

れを行う。ただし、ＦＭＦの除染セル、クリーンセル、第２除染セルにおける取扱い及び集

合体キャスクによる移送においては、質量管理及び形状管理によりこれを行う。質量管理に

係る取扱制限量は、それぞれ別表第４０のとおりとする。また、ＡＧＦ及びＦＭＦにおける

汚染物試料の使用及び保管に係る臨界管理は、核燃料物質と同様に管理する区域を設定し、

質量管理によりこれを行う。 

３ ＡＧＦ、ＦＭＦ及びＩＲＡＦへ施設外より核燃料物質を受け入れるときは、次の各号によ

り臨界管理を行う。また、ＡＧＦ及びＦＭＦにおいて、汚染物試料を受け入れるときは、核

燃料物質と同様に次の第２号により臨界管理を行う。 

（1）～（2） （変更なし） 

４ ＡＧＦ及びＦＭＦ内において、別表第４０に掲げる取扱区域間で核燃料物質を移動すると

きは、次の各号により臨界管理を行う。また、別表第４０に掲げる取扱区域間で汚染物試料

を移動するときは、核燃料物質と同様に次の各号により臨界管理を行う。 

（1）～（2） （変更なし） 

【施設番号１：照射燃料試験施設変更許可申請書】 

２.使用の目的及び方法：記載省略 

 

表２－３ 取扱制限量：記載省略 

 

５.予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

添付書類１ ６.核燃料物質の臨界防止 

６．１ 臨界管理 

本施設では、核燃料物質の使用又は保管に当たり質量管理により臨界管理を行う。 

 

【施設番号５：照射燃料集合体試験施設変更許可申請書】 

２.使用の目的及び方法：記載省略 

 

表２－３ 最大取扱核燃料物質重量：記載省略 

 

５.予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略 

 

添付書類１ ６.核燃料物質の臨界防止 

６．１ 臨界管理の概要 

（1） 核燃料物質の使用又は貯蔵に当たっては、各取扱場所又は容器の単一ユニッ

トで質量管理（本数制限を含む。）又は形状管理による臨界管理を実施し、最

大取扱量以下でしか核燃料物質を取り扱わない。 

 

・使用変更許可申請の許可（令和 5

年 5 月 29 日付け）に基づき、使

用の方法 1-①の変更に対応する

汚染物試料の臨界管理に関する

記載の追加であり、齟齬はない。 

 

（核燃料物質等１F燃料デブリの加熱に伴う安全対策）  

第７４条の２ 燃料試験課長は、ＡＧＦにおいて核燃料物質（１Ｆ燃料デブリを含む。）１Ｆ燃

料デブリの試料調製及び分析試料の蒸発乾固処理において溶液を加熱するためときは、加熱

作業においては人による常時監視及び万一の火災に備えた消火剤の配置を行い安全を確保す

る。汚染物試料の溶液を加熱するときは、核燃料物質と同様に人による常時監視及び万一の

火災に備えた消火剤の配置を行い安全を確保する。 

２ 集合体試験課長は、ＦＭＦにおいて核燃料物質（１Ｆ燃料デブリを含む。）の試料調製及び

分析試料の蒸発乾固処理において溶液を加熱するときは、加熱作業においては人による常時

監視及び万一の火災に備えた消火剤の配置を行い安全を確保する。汚染物試料の溶液を加熱

するときは、核燃料物質と同様に人による常時監視及び万一の火災に備えた消火剤の配置を

行い安全を確保する。 

【施設番号１：照射燃料試験施設変更許可申請書】 

２.使用の目的及び方法：記載省略 

 

添付書類１ ３.火災等による損傷の防止 

グローブボックスはステンレス鋼であり、窓、フィルタ、グローブポート等も難燃

性材料である。グローブボックス設備の中では、グローブが最も燃焼しやすい。した

がって、火災防止のため、グローブボックス内は常によく整頓し、グローブボックス

内への可燃性物質の持ち込みを最低限にし、さらに、それらの可燃性物質は金属製容

器に入れておく等の措置を採る。 

以上のような対策にもかかわらず、セル内で火災が発生した場合、粉末消火器を接

続することにより消火するか、セル内に用意してある粉末消火剤により消火する。ま

た、グローブボックス内での火災発生の場合、各グローブボックス内に配置されてい

る粉末消火剤にて消火する。 

 

【施設番号５：照射燃料集合体試験施設変更許可申請書】 

２.使用の目的及び方法 

整理番号 使用の目的 

1 《省略》 

整理番号 使用の方法 

1－① 《省略》 

実験室グローブボックスは、ステンレス鋼等製であり、窓、フィ

ルタ、グローブポート等も難燃性材料から構成されており、グロー

ブが最も燃焼しやすい。したがって、火災防止のためにグローブボ

ックス内は常によく整頓し、グローブボックス内への可燃性物質の

・使用変更許可申請の許可（令和 5

年 5 月 29 日付け）に基づき、使

用の方法 1-①の変更に対応する

汚染物試料の加熱に伴う安全対

策に関する記載の追加であり、齟

齬はない。 

・使用変更許可申請の許可（令和 4

年 6 月 16 日付け）に基づき、使

用の方法 1-①及び別添 1 の使用

の方法 1-②の変更に対応する FMF

の核燃料物質（1F燃料デブリを含

む。）の安全対策について記載の

追加及び安全対策を実施する者

として集合体試験課長の記載の

追加であり、齟齬はない。 
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持込みを最低限にし、さらに、それらの可燃性物質は金属製容器に

入れる措置を講ずる。試料調製においては溶液を加熱するため、加

熱作業中は人による常時監視及び万一の火災に備えた消火剤の配置

を行う。以上のような対策にもかかわらず、グローブボックス内で

火災が発生した場合は、グローブボックス内に配置されている粉末

消火剤にて消火する。 

 

 

別添１ １.使用の方法：上記と同様の記載のため記載省略 

 

添付書類１ ３.火災等による損傷の防止：上記と同様の記載のため記載省略 

 

（核燃料物質等の保管） 

第７５条 施設管理者（環境技術課長及び高速炉第１課長を除く。）は、核燃料物質を保管する

場合は、貯蔵施設において、これを行い、次の各号に掲げる管理を行う。また、ＡＧＦ及び

ＦＭＦの施設管理者は、汚染物試料を保管する場合は、貯蔵施設において行う。 

(1) 貯蔵施設の目につきやすい場所に、核燃料物質の保管上の注意事項を掲示する。 

(2) 貯蔵施設に施錠する。ただし、セル内の貯蔵施設については、セルの扉に施錠する。 

２ 施設管理者（環境技術課長及び高速炉第１課長を除く。）は、第３条の３に規定する核燃料

物質の取扱いに関する管理基準に基づき核燃料物質の貯蔵の記録（使用履歴を含む。）を作成

し、 管理する。また、ＡＧＦ及びＦＭＦの施設管理者は、汚染物試料について貯蔵の記録（使

用履歴を含む。）を作成し、管理する。 

３ 施設管理者（環境技術課長及び高速炉第１課長を除く。）は、第３条の３に規定する核燃料

物質の取扱いに関する管理基準に基づき核燃料物質を貯蔵した容器の定期点検を行う。また、

ＡＧＦ及びＦＭＦの施設管理者は、汚染物試料を貯蔵した容器の定期点検を行う。 

【施設番号１：照射燃料試験施設変更許可申請書】 

２.使用の目的及び方法：記載省略 

 

表８－１ 貯蔵設備の概要：記載省略 

 

【施設番号５：照射燃料集合体試験施設変更許可申請書】 

２.使用の目的及び方法：記載省略 

 

表８－１ 貯蔵設備の概要：記載省略 

 

 

・使用変更許可申請の許可（令和 5

年 5 月 29 日付け）に基づき、使

用の方法 1-①の変更に対応する

汚染物試料の保管に関する記載

の追加であり、齟齬はない。 

 

（汚染された物品の保管）  

第７６条 管理区域内において核燃料物質によって汚染された物（汚染物試料を除く。）を保管

する者は、当該物品をあらかじめ施設管理者が指定する場所において保管するとともに、物

品名、担当課長名等を表示する。 

【施設番号１：照射燃料試験施設変更許可申請書】 

２.使用の目的及び方法：記載省略 

 

【施設番号５：照射燃料集合体試験施設変更許可申請書】 

２.使用の目的及び方法：記載省略 

 

・使用変更許可申請の許可（令和 5

年 5 月 29 日付け）に基づき、汚

染物試料の保管は貯蔵施設にお

いて行うことを第 75 条にて定め

ることから、汚染物試料は本項で

定める汚染された物品の対象と

しない旨を明確化する。 

別表第１ 対象使用施設等（第２条、第５条） 

第１欄 第２欄 第３欄 第４欄 第５欄 

使用施設等 

 

設備区分 放射線管理用機器 

主要設備等 付帯設備 施設内管理用 施設外管理用 

【施設番号１：照射燃料試験施設変更許可申請書】 

9-2 液体廃棄施設：記載省略 

 

 

 

 

 

・使用変更許可申請の許可（令和 4

年 6 月 16 日付け）に基づき、9-

2(3) 液体廃棄施設の設備の変更

（廃液処理装置の削除）に対応す

る記載の削除であり、齟齬はな

い。 
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(1) 照射燃料試験施

設(以下｢ＡＧＦ｣とい

う｡) 

 

 

 

(1) セル等 

(2) フード 

(3) 廃液設備 

(4) 廃液処理装置 

(54) その他付帯設備以

外の設備 

(1) 換気設備 

(2) 電源設備 

(3) 非常用電

源設備 

 

 

別表第２０に

掲げる放射線

管理用機器 

 

 

別表第１７に

掲げる放射線

管理用機器 

 

《省略》 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第３６ 負圧及び負圧警報設定値（第６７条、第７０条） 

設備名等 負圧設定値 負圧警報設定値 

《省略》 

No.１２ボックス、No.１３ボック
ス、No.１４ボックス、No.１５ボ
ックス、No.１６ボックス、No.１
７ボックス、No.１８ボックス 

２５０Ｐａ以上 
（２５ｍｍＨ2０以上） 
（ボックス－第２操作室
間） 

５０Ｐａ 
（５ｍｍＨ2０） 
（ボックス－第２操作室
間） 

《省略》 

No.４グローブボックス、No.５グ
ローブボックス、No.６グローブ
ボックス、No.７グローブボック
ス、No.８グローブボックス、No.
１０グローブボックス、No.１１
グローブボックス、No.１２グロ
ーブボックス、No.１３グローブ
ボックス、No.１４グローブボッ
クス、No.１５グローブボック
ス、No.１６グローブボックス、
No.１７グローブボックス、No.１
８グローブボックス、化学ボック
ス、質量分析用グローブボック
ス、ガス分析用グローブボックス 

２００Ｐａ以上 
（２０ｍｍＨ2０以上） 
（グローブボックス－設置
室間） 

５０Ｐａ 
（５ｍｍＨ2０） 
（グローブボックス－設置
室間） 

《省略》 
 

【施設番号１：照射燃料試験施設変更許可申請書】 

7-3 使用施設の設備 

 

表 7-4 2）グローブボックス等の概要 

グローブボックス名称 数量 概略仕様 

№11 グローブボックス 

（廃液処理装置） 
1 式 

概略寸法  幅  230 ㎝×奥行  100 ㎝×高さ  96 ㎝ 

材  質  ステンレス鋼、一般構造用鋼及びアクリ

ル樹脂 

気密度  0.1vol%/h 以下＊ 

負 圧＊＊  200Pa(20mmH2O) 以上 

設置場所 廃液処理室 

《省略》 

№16 グローブボックス 1 式 

概略寸法  幅  160 ㎝×奥行 60 ㎝×高さ 100 ㎝ 

材  質  ステンレス鋼、一般構造用鋼及びアクリ

ル樹脂 

気 密 度  0.1vol%/h 以下＊ 

負 圧＊＊  200Pa(20mmH2O) 以上 

設置場所 恒温室 

《省略》 
 

・使用変更許可申請の許可（令和 4

年 6 月 16 日付け）に基づき、表

7-4 2) グローブボックス等の概

要の変更（No.11 グローブボック

スおよび No.16グローブボックス

の削除）に対応する記載の削除で

あり、齟齬はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第３９ 年間予定使用量（第７２条） 

(1) ＡＧＦ 

核燃料物質の種類 
年間予定使用量＊２、＊３ 

最大存在量 延べ取扱量 

《省略》 

＊１ ～ ＊２ （変更なし） 

＊３：核燃料物質及び汚染物試料に関する年間予定使用量を含む。 

 

 

 

 

【施設番号１：照射燃料試験施設変更許可申請書】 

５. 予定使用期間及び年間予定使用量 

５－２ 照射燃料試験施設 

核燃料物質の種類 予定使用期間 
年間予定使用量注 2)、注 3) 

最大存在量 最大存在量 

《省略》 

注 1） ～ 注 2） 《省略》 

注 3）核燃料物質等（福島第一原子力発電所内で採取した核燃料物質で汚染された物

を含む。）に関する年間予定使用量とし、本 5-2 項で示した年間予定使用量の

範囲内において取り扱うこととする。 

 

・使用変更許可申請の許可（令和 5

年 5 月 29 日付け）に基づき、予

定使用期間及び年間予定使用量

への注釈の追加に対応する注釈

の追加であり、齟齬はない。 
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(2) ＦＭＦ 

核燃料物質の種類 
年間予定使用量＊６、＊７ 

最大存在量 延べ取扱量 

《省略》 

＊１ ～ ＊６ （変更なし） 

＊７：核燃料物質及び汚染物試料に関する年間予定使用量を含む。 

 

【施設番号５：照射燃料集合体試験施設変更許可申請書】 

５. 予定使用期間及び年間予定使用量 

(FMF) 

核燃料物質の種類 予定使用期間 
年間予定使用量注６、注７ 

最大存在量 延べ取扱量 

《省略》 

 

注 1 ～ 注 6 《省略》 

注 7 核燃料物質等（福島第一原子力発電所内で採取した核燃料物質で汚染された物

を含む。）に関する年間予定使用量とし、本 5 項で示した年間予定使用量の範

囲内において取り扱うこととする。 

 

別表第４０ 核燃料物質取扱制限量（第７３条） 

(1) ＡＧＦ 

取扱区域 制限量（ｸﾞﾗﾑ）＊１、＊４ 

《省略》 

＊１ ～ ＊３ （変更なし） 

＊４：制限量の管理は核燃料物質及び汚染物試料を対象とする。 

注 （変更なし） 

 

(2) ＦＭＦ 

取扱区域 制限量（ｸﾞﾗﾑ）＊３ 

《省略》 

＊１ ～ ＊２ （変更なし） 

＊３：制限量の管理は核燃料物質及び汚染物試料を対象とする。 

注 （変更なし） 

 

【施設番号１：照射燃料試験施設変更許可申請書】 

表 2-3 取扱制限量＊ 

使用場所  計量単位区域  臨界管理方式  系区分  
制限量  

（ g）  

《省略》 

備考 《省略》 

* 核燃料物質等（福島第一原子力発電所内で採取した核燃料物質で汚染された物を

含む。） 

 

 

【施設番号５：照射燃料集合体試験施設変更許可申請書】 

表2-3 最大取扱核燃料物質重量注1 

セ ル 等 

 
《省略》 

《省略》 

注 1 核燃料物質等（福島第一原子力発電所内で採取した核燃料物質で汚染された

物を含む。） 

注 2 ～ 注 11 《省略》 

 

・使用変更許可申請の許可（令和 5

年 5 月 29 日付け）に基づき、表

2-3 への注釈の追加に対応する注

釈の追加であり、齟齬はない。 

 

別表第４１ 巡視（第６５条、第７７条） 

設備区分 巡視項目 

セル等＊１ 

フード＊１ 

 

 

イ 差圧（フードにあっては吸引状態）＊７ 

ロ セルのγ線の線量当量率 

ハ セルしゃへい遮蔽扉のインターロック表示確認 

ニ セル内温度モニタ＊２、＊７の指示温度 

廃棄物処理設備＊３ 

廃液設備 

廃液処理装置＊４ 

外観点検 

 

 

電源設備 

 

イ 電流 

ロ 電圧 

無停電電源設備＊５ 電圧 

【施設番号１：照射燃料試験施設変更許可申請書】 

9-2 液体廃棄施設：記載省略 

 

・使用変更許可申請の許可（令和 4

年 6 月 16 日付け）に基づき、9-

2(3) 液体廃棄施設の設備の変更

（廃液処理装置の削除）に対応す

る記載の削除であり、齟齬はな

い。 
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換気設備＊６ フィルタ差圧 

＊１：ＡＧＦ、ＦＭＦ、ＷＤＦ及びＪＷＴＦ設備 

＊２：ＡＧＦ設備及びＷＤＦ設備 

＊３：ＪＷＴＦ設備 

＊４：ＡＧＦ設備及びＷＤＦ設備 

＊５：ＡＧＦ、ＦＭＦ、ＷＤＦ及びＩＲＡＦ設備 

＊６：管理区域内部の負圧維持のための排気設備に限る 

＊７：ＡＧＦの維持管理設備を含む 

 
 


